
1 

無
双
直
伝
英
信
流
正
統
宗
家 

河
野
稔
天
剣
百
錬
先
生 

      

第
六
号 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編
集
発
行 

鈴 

木 

伸 

昌 
  

 

 

河
野
先
生
と
治
水
神
社 

 

河
野
先
生
の
逸
話
を
ご
紹
介
す
る
前
に
、
治
水
神
社
の
こ
と
に
つ
い
て

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

治
水
神
社
と
は
、
宝
暦
年
間
の
治
水
工
事
に
ま
つ
わ
る
神
社
で
あ
り
ま

す
。 宝

暦
の
治
水
工
事
と
は
、
江
戸
時
代
の
宝
暦
年
間
（
一
七
五
四
年
（
宝

暦
四
年
）
二
月
か
ら
一
七
五
五
年
（
宝
暦
五
年
）
五
月
）
、
幕
府
の
命
に

よ
り
薩
摩
藩
が
行
っ
た
治
水
工
事
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

場
所
は
、
濃
尾
平
野
の
治
水
対
策
で
、
木
曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
の

三
つ
の
川
の
分
流
治
水
工
事
で
し
た
。 

木
曽
川
・
長
良
川
・
揖
斐
川
の
三
つ
の
川
は
濃
尾
平
野
を
貫
流
し
、
下

流
の
川
底
が
高
い
こ
と
に
加
え
、
そ
の
三
つ
の
川
が
複
雑
に
合
流
・
分
流

を
繰
り
返
す
地
形
で
あ
る
こ
と
や
、
小
領
の
分
立
す
る
美
濃
国
で
は
各
領

主
の
利
害
が
対
立
し
統
一
的
な
治
水
対
策
を
採
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
し
ば
し
ば
洪
水
が
多
発
し
て
い
た
。 

一
七
五
三
年(

宝
暦
三
年
）
十
二
月
二
十
八
日
、
第
九
代
将
軍
徳
川
家
重
は

薩
摩
藩
主
島
津
重
年
に
御
手
伝
普
請
と
い
う
形
で
正
式
に
川
普
請
工
事
を

命
じ
た
。
目
的
は
、
薩
摩
藩
の
財
政
弱
体
化
で
あ
っ
た
。
当
時
既
に
六
六

万
両
も
の
借
入
金
が
あ
り
財
政
が
逼
迫
し
て
い
た
薩
摩
藩
で
は
、
工
事
普

請
の
知
ら
せ
を
受
け
て
幕
府
の
あ
か
ら
さ
ま
な
嫌
が
ら
せ
に
「
一
戦
交
え

る
べ
き
」
と
の
強
硬
論
が
続
出
し
た
。
財
政
担
当
家
老
で
あ
っ
た
平
田
靱

負
は
強
硬
論
を
抑
え
た
。
翌
年
一
七
五
四
年
（
宝
暦
四
年
）
一
月
一
六
日

薩
摩
藩
は
家
老
の
平
田
靱
負
に
総
奉
行
、
大
目
付
伊
集
院
十
蔵
を
副
奉
行

に
任
命
し
、
藩
士
を
現
地
に
派
遣
し
て
工
事
に
あ
た
ら
せ
た
。
工
事
に
従

事
し
た
薩
摩
藩
士
は
追
加
派
遣
さ
れ
た
人
数
も
含
め
総
勢
九
四
七
名
で
あ

っ
た
。 

宝
暦
治
水
自
体
は
あ
く
ま
で
も
幕
府
に
よ
る
工
事
の
お
手
伝
い
普
請
と

い
う
名
目
で
、
幕
府
側
の
総
責
任
者
は
勘
定
奉
行
・
一
色
政
沆
、
監
督
者

と
し
て
水
行
奉
行
・
高
木
新
兵
衛
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
高
木
は
自
家
の

家
臣
の
み
で
は
手
に
余
る
と
判
断
し
、
急
遽
治
水
に
長
け
た
内
藤
十
左
衛

門
を
雇
っ
て
い
る
。 

工
事
は
同
年
二
月
二
七
日
に
鍬
入
れ
式
を
行
い
着
工
。 

永
吉
惣
兵
衛
、
音
方
貞
淵
の
両
名
が
管
理
し
て
い
た
現
場
で
三
度
に
わ

た
り
堤
が
破
壊
さ
れ
、
そ
の
指
揮
を
執
っ
て
い
た
の
が
幕
府
の
役
人
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
、
四
月
一
四
日
両
名
は
抗
議
の
自
害
。
以
後
合
わ
せ
て

六
一
名
が
自
害
を
図
っ
た
が
平
田
は
幕
府
へ
の
抗
議
と
疑
わ
れ
る
こ
と
を

恐
れ
た
の
と
、
割
腹
が
お
家
断
絶
の
可
能
性
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
自
害
で

あ
る
旨
は
届
け
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
工
事
中
に
は
幕
府
側
か
ら
も
、
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現
場
の
責
任
者
が
地
元
の
庄
屋
と
の
も
め
事
や
、
幕
府
側
上
部
の
思
惑
に

翻
弄
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
内
藤
十
左
衛
門
ら
二
名
が
自
害
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
人
柱
と
し
て
一
名
が
殺
害
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
犠
牲
者
数
は
、
寺

の
過
去
帳
、
位
牌
・
墓
碑
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
物
だ
が
、
幕
府
は
寺
に
薩

摩
藩
の
死
者
を
葬
る
こ
と
を
禁
じ
た
た
め
、
実
際
に
は
さ
ら
に
多
数
に
の

ぼ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
幕
府
側
は
工
事
へ
の
嫌
が
ら
せ
だ

け
で
な
く
、
食
事
も
重
労
働
に
も
拘
ら
ず
一
汁
一
菜
と
規
制
し
、
さ
ら
に

蓑
、
草
履
ま
で
も
安
価
で
売
ら
ぬ
よ
う
地
元
農
民
に
指
示
し
た
。 

八
月
に
は
薩
摩
工
事
方
に
赤
痢
が
流
行
し
、
粗
末
な
食
事
と
過
酷
な
労

働
で
体
力
が
弱
っ
て
い
た
者
が
多
く
、
一
五
七
名
が
病
に
倒
れ
三
二
名
が

病
死
し
た
。 

一
七
五
五
年
（
宝
暦
五
年
）
五
月
二
二
日
工
事
が
完
了
し
幕
府
の
見
方

を
終
え
た
二
四
日
に
総
奉
行
平
田
靱
負
は
そ
の
旨
を
書
面
に
し
て
国
許
に

報
告
し
、
そ
の
翌
二
五
日
早
朝
美
濃
大
牧
の
本
小
屋
で
割
腹
自
殺
し
た
。

辞
世
の
句
は
「
住
み
馴
れ
し
里
も
今
更
名
残
に
て
、
立
ち
ぞ
わ
ず
ら
う
美

濃
の
大
牧
」
で
あ
っ
た
。 

最
終
的
に
要
し
た
費
用
は
約
四
十
万
両
（
現
在
の
金
額
に
し
て
三
百
億

円
以
上
と
推
定
）
。
大
坂
の
商
人
か
ら
は
二
二
万
二
九
八
両
を
借
入
。 

一
九0

0

年
（
明
治
三
三
年
）
の
分
流
工
事
完
成
時
に
、
宝
暦
治
水
碑
が

千
本
松
原
南
端
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
年
）
に

は
、
平
田
靱
負
ら
八
五
名
の
薩
摩
藩
士
殉
職
者
を
、
「
祭
神
」
と
し
て
顕

彰
す
る
た
め
に
『
治
水
神
社
』
（
所
在
地
：
岐
阜
県
海
津
市
海
津
町
油
島

（
旧
海
津
郡
海
津
町
）
）
が
建
立
さ
れ
た
。 

岐
阜
県
海
津
市
と
鹿
児
島
県
霧
島
市
は
、
こ
れ
が
縁
で
友
好
提
携
を
結

ん
で
い
る
。
な
お
鹿
児
島
県
と
岐
阜
県
は
、
こ
れ
が
縁
で
県
教
育
委
員
会

同
士
の
交
流
研
修
と
し
て
、
お
互
い
の
県
に
小
中
高
校
教
員
を
転
任
さ
せ

て
い
る
。 

ま
た
鹿
児
島
県
で
発
生
し
た
平
成
五
年
八
月
豪
雨
の
際
は
岐
阜
県
よ
り

復
旧
支
援
の
土
木
専
門
職
員
が
派
遣
さ
れ
支
援
に
当
た
っ
た
。 

 

こ
の
宝
暦
治
水
工
事
並
び
に
治
水
神
社
の
こ
と
を
河
野
宗
家
は
ご
存
知

だ
っ
た
と
い
う
。 

宗
家
に
乞
わ
れ
て
、
治
水
神
社
案
内
し
た
濱
沢
先
生
の
お
話
を
紹
介
し

た
い
。 

「
河
野
宗
家
は
、
治
水
神
社
の
話
を
し
て
見
え
て
、
そ
こ
へ
案
内
し
て
欲
し
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
我
々
が
ご
案
内
し
た
。 

当
時
の
碑
が
傾
い
と
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
土
に
こ
う
倒
れ
て
。
そ
れ
を
宗

家
が
み
ら
れ
て
、
急
に
「
こ
れ
を
起
こ
そ
う
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
道
具
も
何
も

持
っ
と
ら
ん
。
刀
し
か
持
っ
と
ら
ん
。 

ふ
つ
う
は
、
せ
い
ぜ
い
、
「
起
こ
さ
ん
と
い
か
ん
ね
。
」
と
言
っ
て
お
わ
る
と
こ

ろ
を
、
河
野
宗
家
は
そ
の
場
で
、
手
で
起
こ
さ
れ
は
じ
め
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
た

ら
我
々
も
じ
っ
と
し
て
お
れ
ん
で
お
手
伝
い
し
て
、
起
こ
し
ま
し
た
。
あ
あ
な
る

ほ
ど
な
あ
、
私
、
河
野
宗
家
っ
て
い
う
の
は
、
違
う
な
あ
と
。
」 

   
小
生
も
こ
の
話
を
伺
っ
て
い
た
く
感
動
し
た
も
の
の
一
人
で
す
。 

 

す
ぐ
行
動
に
移
さ
れ
る
凄
さ
。
伝
承
会
報
第
一
号
三
頁
下
段
で
河
野
宗

家
の
哲
学
「
今
を
大
切
に
」
の
逸
話
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
は

違
っ
た
「
今
を
大
切
に
」
の
も
う
一
つ
の
面
を
知
っ
た
気
が
い
た
し
ま
し

た
。 


